
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
申請の詳細は裏面へ！ 

■補助対象車両 

次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池

車）で、次の要件をすべて満たす車両 

・国の CEV補助金の補助基準に合致する車両であること。 

・車両の外部に給電できる機能（※1）を有すること。 

・初度登録された日から起算して１年を超えない車両で、自動車検査

証等の登録年月日と初度登録年月日が同一であること。 

・自動車検査証等に記載された車両の所有者住所及び使用者住所並

びに使用の本拠の位置が佐野市内であること（※2）。 

・市内の販売店で購入された車両であること。 

※1 給電できる機能とは、車両に AC100V コンセントを有するか、

外付けの給電装置(V2L)により車両の外部へ電源供給が可能で

あることを指します。 

※2 自動車ローンなど割賦購入の場合は、使用者住所を所有者住所

とみなします 

■お問い合わせ先 佐野市役所３階 気候変動対策課 （電話：0283-85-7302） 

■補助対象者 次の要件をすべて満たす方 

①自家用として使用する目的で次世代自動車を購

入し、自動車検査証等に記載されている者 

②自動車検査証等の交付時点において、佐野市の

住民基本台帳に記録されており、申請時において

も佐野市に居住している。 

③申請する車両について、過去に同じ区分で本補助

金の交付を受けていない。 

④全ての市税に滞納がない。 

 

 

■市への協力 

補助金の交付を受けた方はご協力をお願いします。 

・市が進める地球温暖化対策に関する取組 

・災害発生時に、補助対象車両を避難所等の非常用

電源として無償で貸与すること。 



提出書類 以下の１～８すべてをご提出ください。 

１． 申請書 

２． 誓約書兼同意書 

※代理の方が来る場合は、あらかじめ申請者本人による署名(または記名・押印)が必要です（記名のみは不可）。 

３． 自動車検査証（車検証）等の写し 

４． 自動車売買契約書の写し 

５． 購入代金の領収書の写し（ローン（割賦）払いの場合はその契約書の写し） 

※契約金額と清算金額が一致することがわかるように書類を提出してください。車両の下取りに関する費用を 

含めて清算する場合は、その金額がわかる書類など、必要に応じて補足書類の準備もお願いします。 

６． 補助対象車両のカタログまたは仕様書 

７． 保管場所の地図 

 ※地図には、保管場所の周辺に目印となる建物等も含めてください。 

８． 保管場所において、自動車登録番号（ナンバー）が確認できるように撮影した自動車の写真（A4 判以下に印刷した

もの） 

 

申請方法 次のいずれかの方法で申請ください。 

1．気候変動対策課窓口（佐野市役所 3 階）に書類を提出 

2．佐野市公式ホームページから電子申請（右記の二次元コードまたは下記 URL から） 

  https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/ondanka/hojokofu/index.html 

（ホーム＞くらし・行政＞くらし・手続き＞地球温暖化対策＞補助金・交付金＞佐野市次世代自動車導入支援 

補助金） 

 

よくある質問  

Q. 佐野市外の販売店で購入した車両は対象となりますか。 

→佐野市内にある販売店で購入した車両が対象になるため、市外での購入は補助対象外になります。 

Q. リースやサブスクでの所有は対象となりますか。 

→補助対象外になります。 

Q. 残価設定型での購入は対象となりますか。 

→契約期間が５年以上の残価設定型クレジットでの購入は補助対象とします。 

 契約期間が５年に満たない残価設定型クレジットでの購入は補助対象外です。 

Q. 売買契約書とはどういう書類になりますか。 

→自動車を購入した際の売買契約書や自動車注文書になります。契約者や契約日、金額、購入した販売店、購 

入した車両等について確認します。 

Q. 購入代金の領収書とはどういう書類になりますか。 

→購入した補助対象車両の支払いを証する書類(領収書や精算書など）になります。割賦払いの場合は、その契 

約書の写しになります。契約書類等の金額と支払いを証する書類の金額が一致するようにご提出ください。 

Q. 「災害発生時に、補助対象車両を避難所等の非常用電源として無償で貸与する」とはどのようなものですか。 

→災害により市内で停電が発生した場合に、市長の要請により、避難所等まで補助対象車両をお持ちいただく、 

または市職員が車両をお借りして、避難所等運営のための電源として車両から供給いただくことを指します。 


